
香川県立保健医療大学授業科目履修規程 

                                   平成１６年４月２日 

  （趣旨） 

第１条  この規程は、香川県立保健医療大学学則（以下「学則」という。）に定めるもののほか、

授業科目の履修方法等に関し必要な事項を定めるものとする。 

  （履修の届出） 

第２条  学則第21条第１項の規定による届出は、履修登録の完了をもって届け出たものとみなす。 

２  学生は、前項の届出をしない授業科目を履修することができない。 

３  学生は、第１項の届出をした授業科目を変更するときは、所定の期日までに、履修科目変更を

しなければならない。履修科目変更届の届出については第1項に準ずる。 

 

４  学生は、原則として、単位を修得した授業科目を再び履修することができない。 

  （定期試験） 

第３条  定期試験は、その授業科目の授業が終了する学期末に行う。ただし、当該授業科目の担当

教員が必要と認めたときは、この限りでない。 

  （追試験） 

第４条  追試験は、病気その他やむを得ない理由により定期試験を受けられなかった者に対して、

期日を指定して行う。 

２  追試験を受けようとする者は、来学可能になった日から3日以内（土日祝除く）に、追試験願 

（第１号様式）を学長に提出しなければならない。 

  （再試験） 

第５条  定期試験又は追試験において不合格となった者に対しては、当該授業科目の担当教員が必

要 

 と認めたときは、再試験を行うことができる。 

２  再試験を受けようとする者は、所定の期日までに、再試験願（第２号様式）を学長に提出しな

ければならない。 

  （学修の評価の基準） 

第６条  学則第22条の学修の評価は、授業科目の履修期間が終了した時に、試験及び平素の成績等

を総合して、次の基準により行う。ただし、再試験による成績の評価は、原則として可以下とする。 



評 語 

評価の基準（100点満点 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判  定 

優 

８０点以上 

 

 

 

 

 

 

 合  格 

良 

７０点以上８０点未満 

 

 

 

 

可 ６０点以上７０点未満 

不 可 ６０点未満 不合格 

３  ２人以上の教員により授業が分担される授業科目の学修の評価は、当該教員の合議により行う。 

  （試験を受験することができない者） 

第７条  履修科目の出席時間数が当該授業科目の授業時間数（実際に授業を行った時間数をいう。） 

 の３分の２（実習科目にあっては、５分の４）に満たない者は、当該授業科目の試験を受験する

ことができない。ただし、欠席の事情及び程度により担当教員が成業の見込みがあると認めたとき

は、この限りでない。 

  （不正行為） 

第８条  試験において不正行為を行った者に対しては、当該学期すべての授業科目（通年科目も含

む。）の成績評価を無効とするほか、必要と認めるときは、学則第45条の規定に基づき懲戒処分

を行う。 

（進級の基準等） 

第９条  学生の進級の基準等については、教授会の議を経て、学長が別に定める。 

 

      附 則 

  この規程は、平成１６年４月２日から施行する。 



附 則 

この規程は、平成２３年９月７日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成２８年１２月２１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和２年１１月４日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  



第１号様式（第４条関係） 

追  試  験  受  験  願 

 
                                                              年    月    日 

 

  香川県立保健医療大学長  殿 

 

 

                       所  属 保健医療学部（       学科） 

                      学  年      年 

                                    学籍番号 

                      氏  名   

 

 

  次のとおり追試験を受験したいので、承認くださるようお願いします。 

 

 追試験授業科目名 

（本試験実施日時） 
 

担当教員名  

定期試験を受けられ 

   なかった理由 
 

 注 添付書類記載の日付と本試験実施日時が異なる場合、事情が分かるよう経緯を記載すること。 

提出に際しては次に例示する証明書等（コピー可）を添付すること。 

ただし学長が添付不要と認めた場合はこの限りではない。（※忌引きの場合は不要） 

○天災その他：遅延証明書、該当する交通機関の公式HPの運休を示すページ 

○疾病・傷病等：医師の診断書、薬剤情報提供文書または医療機関を受診したことが分かる領収書 

○裁判員または裁判員候補者：呼出状 

  



第２号様式（第５条関係） 

再  試  験  受  験  願 

 
                                                              年    月    日 

 

  香川県立保健医療大学長  殿 

 

 

                          所  属 保健医療学部（       学科） 

                      学  年      年 

                                    学籍番号 

                      氏  名   

 

 

  次のとおり再試験を実施していただきますようお願いします。 

 

  

再試験授業科目名 

（本試験実施日時） 
 

担 当 教 員 名          

 注 授業科目ごとに提出すること。 


